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　長年続いてきた大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、天然資源の枯渇へ

の懸念や生態系への危機、温室効果ガスの排出による地球温暖化問題等、様々な環境問題

を引き起こしています。

　本市では、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減される「持続可

能な循環型社会」の形成をめざし、ごみの適正処理という観点だけでなく、廃棄物等の発

生を抑制し、再使用や再生利用の取組を積極的に推進しています。

　また、本市は、事業所数や昼間流入人口が他の政令市と比較して最も多く、ごみ処理量

全体に占める事業系ごみの割合が全国平均を大きく上回っていることから、事業系ごみの

減量が大きな課題となっています。

　そうしたことから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「大阪市廃棄物の減量推

進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に定める排出事業者処理責任に

基づき、ごみの排出段階での発生抑制や再使用を進め、適正処理の一層の取組を市民・事

業者の皆様とともに推進しており、特定建築物に対するごみの減量指導をはじめ、焼却工

場に搬入されるごみに混入した産業廃棄物の排除（事業系ごみの適正区分・適正処理）な

どの事業系ごみの減量施策に取組んでいます。

　加えて、平成25年10月からは資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止し、事業者及

び市民の皆様方に紙類のリサイクルを進めていただいたこともあり、本市のごみ処理量は

着実に減量が図られてきたところですが、近年、新型コロナウイルス感染症の影響により

一時的に落ち込んだ社会経済活動が回復する中で、インバウンド（訪日外国人客）の増加や、

「大阪・関西万博」の開催を契機に新たな宿泊施設や集客施設の開業などもあり、事業系

ごみは増加に転じています。

　こうした状況も踏まえつつ、将来にわたり安定的なごみの適正処理を継続していくため

には、皆様の一層のご理解・ご協力が不可欠となります。

　本書は、特定建築物から発生する事業系廃棄物の減量・資源化及び適正処理の方法と、

本市条例で規定された手続きを示したものです。

　循環型社会を形成していく中でのごみの減量施策の推進にあたっては、市民・事業者・

行政が一体となって協働していくことが重要であることから、今後とも連携して取組んで

いきたいと考えています。
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